
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成１６年 ３月 告示 

平成１６年１０月 施行 

平成１８年 １月 改正 

平成２１年 ６月 改正 

平成２３年 ４月 改正 

－高崎市 環境部 環境政策課― 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

悪臭規制においては、全国的に、工場や事業場から発生す

る悪臭について、アンモニアや硫化水素など、悪臭の原因と

なる２２物質の濃度による規制（物質濃度規制）を行ってき

ました。しかし、物質により規制できない悪臭や複合臭に関

する苦情が多い現在、「様々なにおいに対応できる」臭気指

数による規制（臭気指数規制）を採用する方向に変わりつつ

あります。高崎市では、平成 16 年 10 月から臭気指数規制へ

と規制方法を変更しております。 

悪 臭 規 制 方 法 の 変 更

 

地域の指定は、高崎市全域です。 

悪 臭 規 制 地 域 の 指 定

臭気指数とは 
臭気指数とは、においのついた空気や水をそのにおいが感じられなくなるまで

無臭の空気（水の場合は無臭の水）で薄めたときの希釈倍率（臭気濃度）を求め、

その希釈倍率の値の対数に１０を掛けた数値です。臭気指数の算出式は次のとお

りです。 

臭気指数＝１０×Log（臭気濃度） 
例えば、においのついた空気を１００倍に希釈したときに、大部分の人がにお

いを感じられなくなった場合、臭気濃度は１００、臭気指数は２０となります。

 
臭気指数規制による利点 
・ 人間の嗅覚が判定の尺度となっている。 

・ 様々なにおいに対応できる。 

・ 住民の感覚（被害感）と一致しやすい。 

高崎市内全域で臭気規制を導入しております 



 
 
 

悪 臭 規 制 の 内 容

 

・すべての
．．．．

工場及び事業場から発生する悪臭が対象となります。 

・一般家庭のほか、自動車や建設工事等から発生する悪臭は規制対象外です。 

 
高崎市全域を４つの区域に分けて指定します。Ａ区域が一番厳しく、Ｂ、Ｃ、Ｄと

徐々に緩くなります。 

また、図のように３ヵ所において規制基準がそれぞれ設けられます。 

 

敷地境界の規制基準 

排出水の規制基準 

気体排出口の規制基準 

規 制 対 象 

規 制 地 域 

各区域の該当地域と各箇所の規制基準は、次頁のとおりです。 



 

 

 

規制基準 
区域の区分 規制地域 

敷地境界線 排出口 排出水 

Ａ区域 
臭気指数 

１２ 

臭気指数 

２８ 

Ｂ区域 
臭気指数 

１５ 

臭気指数 

３１ 

Ｃ区域 
臭気指数 

１８ 

臭気指数 

３４ 

Ｄ区域 

下記参照 

臭気指数 

２１ 

排出口から排出された臭

気が地表に着地したとき

に、左記敷地境界線の規制

基準に適合するように大

気拡散式等を用いて工場

または事業場ごとに算定

されます。（悪臭防止法施

行規則第６条の２に規定） 
臭気指数 

３７ 

Ａ区域 

倉渕支所、箕郷支所、群馬支所、新町支所、榛名支所及び吉井支所が所管す

る区域以外の第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種

中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域の区

域 

Ｂ区域 

近隣商業地域及び商業地域の区域並びに倉渕支所、箕郷支所、群馬支所、新

町支所榛名支所及び吉井支所が所管する区域以外の準工業地域の区域並び

に倉渕支所、箕郷支所、群馬支所、新町支所、榛名支所及び吉井支所が所管

する区域の第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中

高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域の区域 

Ｃ区域 

１ 倉渕支所、箕郷支所、群馬支所、新町支所、榛名支所及び吉井支所が所

管する区域以外の工業地域及び工業専用地域の区域 

２ 群南工業団地の区域 

３ 宿大類工業団地の区域 

４ 綿貫工業団地の区域 

５ 阿久津工業団地の区域 

６ 行力工業団地の区域 

７ 浜川工業団地の区域 

８ 八幡原工業団地の区域 

９ 八幡原第二工業団地の区域 

Ｄ区域 Ａ区域、Ｂ区域及びＣ区域以外の区域 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
環境省「臭気対策について」 ホームページアドレス 

http://www.env.go.jp/air/akushu/akushu.html 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 工場及び事業場から発生するすべての
．．．．

においが対象となり、悪臭防止法第７条に規制

基準を遵守する義務が規定されています。悪臭防止対策にご協力お願いします。 

 
・においの原因となるものの搬入･搬出･保管方法を改善する。 

・場内の掃除をこまめにする。 

・発生源を密閉し、外に漏れないようにする。 

・排出口の向き及び高さを変え、直接においが行かないようにする。 

・においが発生する作業を見直す（原材料の変更、工程の変更など）。 

・脱臭装置を設置する。 

罰則等について 
工場及び事業場から発生するにおいに関して、高崎市が行う現地調査及び臭気測定

の結果、下記の①かつ②に該当した場合は、改善勧告、改善命令、罰則が適用されま

す。 

①規制基

準を超過

し て い

る。 

② 住 民 の

生 活 環 境

が 損 な わ

れている。

改

善

勧

告

改

善

命

令

解 決 

Ｎ

Ｇ

改 善 
改
善 

改
善 

罰

則

Ｎ

Ｇ

工場及び事業場の方へ

主 な 悪 臭 防 止 対 策

規 制 遵 守 の た め に

高崎市役所 環境部 環境政策課
群馬県高崎市高松町３５－１ 

ＴＥＬ：０２７－３２１－１２５１ 

ＦＡＸ：０２７－３２１－１１６１ 

E-mail：kankyou@city.takasaki.gunma.jp

お問い合わせは 


